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【機密性2】

令和6年度大津家庭裁判所事務分配等規程

大津家庭裁判所

令和6年度大津家庭裁判所の裁判官の配置、事務分配、代理順序及び開廷の日割

について、次のとおり定める。

1本庁

1裁判官の配置

(1)本庁の裁判官の配置を別紙第1のとおり定める。

（2） 2(5)の令状事務については､ (1)により配置された裁判官のほか､彦根支部及

りに

第1

び長浜支部の裁判官を充てる。

2事務の分配

(1)合議事件

裁判官 西田隆裕

裁判官 畑山 靖

裁判官 細島秀勝

裁判官 池田聡介

裁判官 島田正人

裁判官 谷口真紀

裁判官 沖 敦子

裁判官 竹内るい

裁判官 脇田奈央

裁判官 西脇真由子

裁判官 田野倉真也

裁判官 大嶋真理子

裁判官 松倉梨香

合議決定及び具体的事件の分配は、所長が指名する裁判官が行う。

(2)人事訴訟事件、通常訴訟事件、再審事件、保全命令事件、保全異息保全異議申立て
I
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【機密性2】

事件及び保全取消し申立て事件

2分の1裁判官細島秀勝

2分の1裁判官竹内るい

(3)家事事件

裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

具体的な事務分配は､裁判官の申合せにより定める｡

(4)少年事件

裁判官畑山 靖

裁判官細島秀勝

裁判官谷口真紀

裁判官沖 敦子

裁判官竹内るい

裁判官西脇真由子

裁判官大嶋真理子

裁判官松倉梨香

具体的な事務分配は、裁判官の申合せにより定める。

(5)令状事務（各種の令状請求事件、児童虐待の防止等に関する法律に規定す

る臨検捜索許可状請求事件及び観護措置）

裁判官の申合せにより定める「大津地方裁判所、大津家庭裁判所等令状当

番制」により処理する。

(6)差戻し事件

ア人事訴訟事件、通常訴訟事件、再審事件、家事事件

原裁判に関与しなかった裁判官細島秀勝及び裁判官竹内るいに順次分

配する。
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【機密性2】

イ少年事件

原裁判に関与しなかった裁判官細島秀勝、裁判官竹内るい、裁判官沖敦

子、裁判官西脇真由子、裁判官大嶋真理子、裁判官松倉梨香及び裁判官谷

口真紀に順次分配する。

（7）事件の分配方法等

ア事件は、受付順により順次分配する。

イ関連事件は、最初の担当裁判官に全部分配する。

ウ関連事件が各別の裁判官に係属する場合には、関係各裁判官の協議によ

りこれを一人の裁判官に移すことができる。

エイ及びウの場合には、次に受け付けた新件をもって調整する。

3事件の回付

(1)本庁で処理するのが相当でない事件又は支部若しくは出張所で処理する

のが相当である事件については、常任委員会の承認を得て、当該事件を支部

又は出張所に回付することができる。

（2）前項の定めにかかわらず、関連事件について関係裁判官が協議して支部若

しくは出張所に回付するとき又は管轄区域の定めに反して申し立てられた

事件を本来審理すべき支部若しくは出張所に回付するときは、常任委員会の

承認を得ることを要しない。

（3）管轄区域の定めに反して申し立てられた事件を受理した場合でも、相当と

認めるときは、事件の全部又は一部を本庁が自ら審理及び裁判をすることが

できる。

4代理順序

(1)裁判事務の代理順序については、別紙第2のとおりとする。

（2） 司法行政事務について所長に差し支えあるときは、裁判官細島秀勝及び裁

判官畑山靖がその順序により代理する。

（3）緊急の必要のため、 (1汲釧2)に定めるところによることができない場合は、
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【機密性2】

所長の指名する裁判官が代理する。

5 開廷の日割

開廷の日割は、別紙第3のとおりとする。

2支部等

1彦根支部

(1)裁判官の配置

彦根支部の裁判官の配置を別紙第1のとおり定める。

（2）事務の分配

ア家事事件手続法別表第1に規定する事件､同事件を本案とする審判前の保

全処分、人事訴訟事件、通常訴訟事件、再審事件、保全命令事件、保全異議

申立て事件及び保全取消し申立て事件

全部 裁判官 千葉康一

イ児童虐待の防止等に関する法律に規定する臨検捜索許可状請求事件

裁判官の申合せにより定める「大津地方裁判所、大津家庭裁判所等令状

当番制」により処理する。

ウア及びイに定める事件を除く全事件

全部 裁判官 川崎博司

（3）事件の回付

ア支部で処理するのが相当でない事件又は本庁、他の支部若しくは出張所

で処理するのが相当である事件については、常任委員会の承認を得て、当

該事件を本庁、他の支部又は出張所に回付することができる。

イ前項の定めにかかわらず、関連事件について関係裁判官が協議して本庁、

他の支部若しくは出張所に回付するとき又は管轄区域の定めに反して申

し立てられた事件を本来審理すべき本庁､他の支部若しくは出張所に回付

するときは、常任委員会の承認を得ることを要しない。

ウ管轄区域の定めに反して申し立てられた事件を受理した場合でも、相当

第2
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【機密性2】

と認めるときは､事件の全部又は一部を当該支部が自ら審理及び裁判をす

ることができる。

（4）代理順序

ア裁判事務の代理順序については、別紙第2のとおりとする。

イ司法行政事務について、裁判官川崎博司に差し支えがある場合は、次の

裁判官が代理する。

裁判官 千葉康一

ウ緊急の必要のため、ア及びイに定めるところによることができない場合

は、所長の指名する裁判官が代理する。

（5） 開廷の日割

開廷の日割は、別紙第3のとおりとする。

2長浜支部

(1)裁判官の配置

長浜支部の裁判官の配置を別紙第1のとおり定める。

（2）事務の分配

長浜支部に属する事件は、裁判官佐藤文子に分配する。ただし、児童虐待

の防止等に関する法律に規定する臨検捜索許可状請求事件については、裁判

官の申合せにより定める「大津地方裁判所、大津家庭裁判所等令状当番制」

により処理する。

（3）事件の回付

第2の1の(3)に定めるところと同じ。

（4）代理順序

ア裁判事務の代理順序については、別紙第2のとおりとする。

イ司法行政事務について、裁判官佐藤文子に差し支えがある場合は、次の

裁判官が代理する。

大津家庭裁判所彦根支部裁判官 川崎博司
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【機密性2】

ウ緊急の必要のため、ア及びイに定めるところによることができない場合

は、所長の指名する裁判官が代理する。

（5） 開廷の日割

開廷の日割は、別紙第3のとおりとする。

3高島出張所

(1)事務分配

高島出張所に属する事件は、すべて裁判官細島秀勝に分配する。

（2）事件の回付

ア出張所で処理するのが相当でない事件又は本庁若しくは支部で処理する

のが相当である事件については、常任委員会の承認を得て、当該事件を本

庁又は支部に回付することができる。

イ前項の定めにかかわらず、関連事件について関係裁判官が協議して本庁

若しくは支部に回付するとき又は管轄区域の定めに反して申し立てられた

事件を本来審理すべき本庁若しくは支部に回付するときは、常任委員会の

承認を得ることを要しない。

ウ管轄区域の定めに反して申し立てられた事件を受理した場合でも、相当

と認めるときは、事件の全部又は一部を出張所が自ら審理及び裁判をする

ことができる。

(3)代瑠I頂序

ア裁判事務の代劃|頂序については、別紙第2のとおりとする。

イ緊急の必要のため、前項に定めるところによることができない場合は、

所長の指名する裁判官が代理する。

(4) 開廷の日割

開廷の日割は、別紙第3のとおりとする。

附則
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【機密性2】

この定めは、令和6年1月1日から施行する。

附則

この定めは､令和6年3月25日から施行する。

附則

この定めは、令和6年4月1日から施行する。

、
『

0
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【機密性2】

(別紙第1）

置裁 判 官 配の

本庁第1

隆裕

靖

秀勝

聡介

正人

真紀

敦子

西田

畑山

細島

池田

島田

谷口

沖

竹内

脇田

西脇

田野倉

大嶋

松倉

るい

奈央

真由子

真也

真理子

梨香

支部等

彦根支部

支部長

２
１

第

川崎博司

千葉康一

長浜支部

支部長

2

佐藤文子

高島出張所3

細島秀勝
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【機密性2】

(別紙第2）

裁判事務について裁判官に差し支えがある場合の代理順序

(注） 1 訴訟には，再審を含む。 《

2保全には，保全異議，保全取消を含む。

－9－

差し支えがある裁判官 代理すべき裁判官及びその代理順序

本

庁

家
事

訴訟

保全

審判

調停

共助

雑

少年

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官畑山 靖

裁判官細島秀勝

裁判官谷口真紀

裁判官沖 敦子

裁判官竹内るい

裁判官西脇真由子

裁判官大嶋真理子

裁判官松倉梨香

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官細島秀勝裁判官竹内るい

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい 裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝裁判官西田隆裕

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官松倉梨香裁判官大嶋真理子裁判官西脇真由子裁判官沖敦子
裁判官竹内るい裁判官谷口真紀 裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい裁判官沖敦子裁判官西脇真由子裁判官大嶋真理子
裁判官松倉梨香裁判官谷口真紀裁判官畑山靖

裁判官松倉梨香裁判官大嶋真理子裁判官西脇真由子裁判官沖敦子
裁判官竹内るい裁判官畑山靖 裁判官細島秀勝

裁判官西脇真由子裁判官大嶋真理子裁判官細島秀勝裁判官竹内るい
裁判官松倉梨香 裁判官谷口真紀 裁判官畑山靖

裁判官細島秀勝裁判官沖敦子 裁判官西脇真由子裁判官大嶋真理子
裁判官松倉梨香裁判官谷口真紀裁判官畑山靖

裁判官大嶋真理子裁判官沖敦子裁判官細島秀勝裁判官竹内るい
裁判官松倉梨香 裁判官谷口真紀 裁判官畑山靖

裁判官沖敦子裁判官西脇真由子裁判官細島秀勝裁判官竹内るい
裁判官松倉梨香裁判官谷口真紀裁判官畑山靖

裁判官大嶋真理子裁判官西脇真由子裁判官沖敦子裁判官竹内るい
裁判官谷口真紀 裁判官畑山靖裁判官細島秀勝

支
部
等

彦根

長浜

高島

裁判官川崎博司

裁判官千葉康一

裁判官佐藤文子

裁判官細島秀勝

裁判官千葉康一 裁判官佐藤文子

裁判官川崎博司 裁判官佐藤文子

裁判官川崎博司 裁判官千葉康一

裁判官竹内るい
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(別紙第3）

開 廷 の 日 割

(注） 1 訴訟には、再審を含む。

2保全には、保全異議、保全取消を含む。
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裁判官等 開廷の日割

本
庁

家

事

訴訟

保全

審判

調停

共助

雑

少年

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官西田隆裕

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官細島秀勝

裁判官竹内るい

裁判官畑山 靖

裁判官細島秀勝

裁判官谷口真紀

裁判官沖 敦子

裁判官竹内るい

裁判官西脇真由子

裁判官大嶋真理子

裁判官松倉梨香

水曜日

金曜日

随時

随時

火曜日及び水曜日

月曜日及び水曜日

火曜日及び金曜日

火曜日及び水曜日

火曜日、第1及び第3木曜日並びに金曜日 ．

月曜日、水曜日、第2及び第4木曜日

随時

随時

随時

月曜日及び水曜日

随時

火曜日及び水曜日

火曜日、金曜日、第1及び第3木曜日

水曜日及び木曜日

月曜日及び金曜日

随時

支
部
等

彦根

長浜

高島

裁判官川崎博司

裁判官千葉康一

裁判官佐藤文子

裁判官細島秀勝

随時

第1、第3及び第5月曜日、金曜日

月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日

第2及び第4木曜日


